
 

緊急事態発生時の関係者連絡先一覧 

 

※ 長岡市の市外局番「０２５８」 

（内線電話使用の場合は、０発信することを忘れずに）                               

 

 連絡箇所 内線電話 外線電話 

火    災 

盗    難  等 

風 水 害 

エネルギーセンター ９２９０ （0258）４７－９２９０ 

総務課長 

財務課長 

施設課長 

９２００ 

９２１０ 

９２３０ 

   ４７－９２００ 

   ４７－９２１０ 

   ４７－９２３０ 

電気・ガス 

エレベーターの事故 

エネルギーセンター ９２９０    ４７－９２９０ 

施設課長 

施設課専門員 

施設課総務係 

電気係 

機械係 

建築係 

９２３０ 

９２３２ 

９２３２ 

９２３３ 

９２３４ 

９２３５ 

     ４７－９２３０ 

   ４７－９２３２ 

   ４７－９２３２ 

   ４７－９２３３ 

   ４７－９２３４ 

   ４７－９２３５ 

そ
の
他
の
事
故
・
問
い
合
わ
せ 

学生・研究生関係 

学生支援課長 

学生支援課専門員 

学生支援課専門員 

学生係 

生活支援係 

留学生支援係 

９２５０ 

９２５５ 

９２８４ 

９２５３ 

９２５６ 

９２８５ 

   ４７－９２５０ 

   ４７－９２５５ 

   ４７－９２８４ 

   ４７－９２５３ 

   ４７－９２５６ 

   ４７－９２８５ 

学務課長 

学務課専門員 

学務課専門員 

学務係 

教務係 

教育交流係 

９２４０ 

９２４１ 

９２４２ 

９２４３ 

９２４６ 

９２４４ 

   ４７－９２４０ 

   ４７－９２４１ 

   ４７－９２４２ 

   ４７－９２４３ 

   ４７－９２４６ 

   ４７－９２４４ 

受託研究員 

共同研究員 関係 

内地研究員 

産学連携・研究推進課長 

産学連携・研究推進課専門員 

産学連携・研究推進課専門員 

研究支援係 

外部資金係 

９２２５ 

９２７６ 

９１８２ 

９２７８ 

９２７７ 

   ４７－９２２５ 

   ４７－９２７６ 

   ４７－９１８２ 

      ４７－９２７８ 

   ４７－９２７７ 

教 職 員 関 係 

総務課長 

総務課専門員 

総務係 

９２００ 

９２０１ 

９２０３ 

   ４７－９２００ 

   ４７－９２０１ 

４７－９２０３ 

総務課人事労務室長 

福祉・職員係 

９２０２ 

９９２６ 

   ４７－９２０２    

   ４７－９９２６ 

・通信先が不在の場合は、同一枠の他の者へ連絡すること。 

・消防署(救急車）、警察署、病院へ通報した場合は、総務課長、学生支援課長、学務課長へその旨を至急

連絡すること。 

・勤務時間外で本学関係者へ連絡する必要がある場合は、エネルギーセンターに自宅の電話番号を問い合

わせること。 

長岡技術科学大学の安全衛生方針について 
 
 
【基本理念】 
 国立大学法人長岡技術科学大学は、大学及び大学構成員の責任と役割を明確

にして安全衛生管理体制を確立し、大学が行う教育研究をはじめとする各種の

事業及び業務において安全衛生活動を積極的に推進し、労働災害又は学生の事

故防止、健康の増進及び快適な就学・就業環境の形成を図るため、以下のとお

り基本方針を定めました。 
 長岡技術科学大学は、この安全衛生方針に基づき、全学において安全衛生管

理活動を展開し、国立大学法人として社会的責務を果たすことを表明します。 
 
              国立大学法人長岡技術科学大学長 

                       鎌 土  重 晴 

 
【基本方針】 
１．学長は、毎年度、大学が行う安全衛生管理活動計画を示し、大学の管理運

営上、重要業務として位置づけ、計画を継続的に遂行するものとする。 
２．大学の構成員は、安全衛生関係法令、大学が定める安全衛生管理規程及び

その他の規定等に定める活動を遵守し、安全衛生管理技術の一層の向上を図

るものとする。 
３．大学は、危害防止のための基準を確立し、その推進を遵守するための措置

として、以下に掲げる事項を推進する。 
 ・ 学内を巡視し、危険物若しくは有害物又はそれらを取り扱う作業及び法

的に管理が必要な事項を把握する。 
 ・ 機器、設備等又はそれらを使用する作業等において適用される関係法令

の横断的な管理方法を確立するため、「作業のセーフティ・データ・シート」

を作成する。 
４．大学は、教職員及び学生等の安全衛生の保持に努めるとともに、より高い

安全衛生意識の涵養のため、安全衛生教育の充実を図り、教育、指導を継続

的に行うものとする。 
５．上記に掲げる安全衛生の方針を実行するため、学長は、長岡技術科学大学

総括安全衛生管理者に対して、責任と権限を委任する。 
 
                               以 上 
 
 
 




